
運営規程 社会福祉法人春日福祉会 春日原保育所 

施設名称 春日原保育所 

施設の目的 児童福祉法に基づく乳児及び幼児の保育事業を行うことを目的とする。 

運営の方針 一、 保育は、安全かつ健康でなければならない。 

二、 保育は、無差別平等でなければならない。 

三、 保育は、自立援助でなければならない。 

提供する教育・ 

保育の内容 

 

通常保育 

延長保育(通常保育後２時間) 

一時保育 

職員の職種、 

員数、職務内容 

施 設 長 １ 名 施設の統括業務 

主任保育士２名 施設長の補佐、保育士の統括、保育業務管理 

保  育  士   児童福祉施設最低基準に基づく最低基準以上 

         保育業務全般に従事 

           (保育計画・保育記録・家庭連絡・通常保育業務、他) 

保育補助    保育者の補助 

看護師     看護業務に従事しながら、保育に携わる 

事務員     会計事務に従事 

調理員３名以上 給食業務全般に従事 

嘱託医・内科小児科医１名 歯科医１名 

          入所児の健康管理及び健康管理に関するアドバイス 

 

教育･保育の 提供

を行う日、時間 

開所日・以下に掲げる休日以外 

休 日・日曜祝日及び年末年始 

 

開所時間・７時００分～１８時００分まで 

(上記以降延長保育２０時００分まで) 

短時間保育認定の子どもの保育時間・９時００分～１７時００分迄 

 

保護者から受領す

る利用者負担の 

種類、理由、金額 

保育料・市が金額を設定し、保護者が市に納付 

上乗せ徴収・無し 

実費徴収：３歳児以上主食提供に関わる代金、1,100 円/月 

     副食費 3 歳児以上 4,500 円/月 

他・帽子、体操服等、希望者のみ購入 

【全児】帽 子  1,000 円 

【３・４・５歳児】体操服上 2,000 円 体操服下 2,000 円 

【５歳児】バス遠足 バス代 一部負担 

【全児】布団リース：布団上下 1,100 円/月 

利用定員 ０ 歳 児   ２０名 

１・２歳児   ５０名 

３ 歳 児     ３０名 

４ 歳 以 上  ７０名 

  計   １７０名 

※その年の入所状況により変更があります。 

利用の開始、終了

に関する事項、 

利用に当たっての 

留意事項 

開始・春日市が保育の実施について決定した時 

終了・子どもが就学した時 

子どもの保護者が、法に定める２号または３号の認定の支給要

件に該当しなくなった時 

その他・利用の継続について重大な支障又は困難が生じた時 

緊急時等における

対応方法 

春日原保育所各種マニュアルに基づき対応 

◎危機管理(アレルギー対応含む)、救急対応、感染症対応、健康管理、

給食衛生管理、等々 

非常災害対策 原則施設内にて待機、保護者の迎えを待つ。 

理由：公民館や小学校に行くには、車が多い危険な車道を横ぎらなくて

はいけない為。 

虐待の防止のため

の措置に関する事

項 

支援センター・児童相談所・市の担当課・嘱託医との連携の他、小学校

との連携もある。定期的に支援センターと市の担当者・施設側との見守

り会議を開く。 

虐待予防、早期発見、早期対応について学ぶ研修を年 1 回以上受講し保

育士及び看護師の資質向上を図る。関係機関と連携し、月 1 回定例会議

を行い、必要に応じて関係者会議に出席しながら子どもの安全を見守

る。 

その他施設の運営

に関する重要事項 

苦情解決規定・個人情報保護規定整備済み。 

法令遵守責任者 春日福祉会 理事長 庄山 剛 

 


